
 

 浄化槽を設置している皆さんへ 

浄化槽には保守点検・清掃・法定検査が必要です。 
浄化槽管理者（設置者または使用者）は、浄化槽法に基づき、定期的に浄化槽の保守点検及び清掃を実施し、

設置後（使用開始後３～８カ月の間）及び定期的（毎年）に指定検査機関の実施する検査（法定検査）を受けな

ければなりません。この一連の流れを示したものが下の図です。 

また、浄化槽を設置した際には、まず使用開始直前の保守点検を受ける必要があります。 

なお、保守点検は浄化槽管理士を雇用している保守点検業者に、清掃は清掃業者に委託して行うのが一般的です。 

【問い合わせ】   ○法定検査に関する問い合わせ・検査の申し込み 

              ・（公社）長野県浄化槽協会 東信支所        ☎０２６７－６３－１１０５ 

              ・（公社）長野県浄化槽協会 事務局          ☎０２６－２３４－７６３７ 

            ○浄化槽制度に関する問い合わせ 

              ・長野県佐久地域振興局 環境・廃棄物対策課 ☎０２６７－６３－３１６６ 

              ・軽井沢町 上下水道課 下水道施設係       ☎４５－８５９２ 

 

※R6.10.1～の金額 

浄化槽の維持管理 

標準的な料金（５人槽の場合の一例) 

工事が適正に行われ、 

浄化槽が本来の機能 

を発揮しているか否か 

を確認 

法定検査 
［第７条検査］ 

使用開始後3～8ヶ月の間 

・設置状況 

・機   能 

・保守点検 

・水質（BOD） 

指定検査機関が実施 

（（公社）長野県浄化槽協会） 

浄化槽の機能を維持さ
せるもの 

保守点検 
［点検・調整・修理］ 
毎年３回以上 

・汚泥の堆積状況の把握 

・ブロワ等機器の点検 

・消毒剤の補充 

保守点検業者が実施 
（県の登録業者） 

浄化槽の機能を維持さ
せるもの 
 

清 掃 
［汚泥の引出し等］ 

・汚泥の引出し 

・付属装置の洗浄 

清掃業者が実施 

（町の許可業者） 

保守点検及び清掃が適正

に実施され、浄化槽の機能

が正常に維持されているか

否かを確認 

法定検査 
［第１１条検査］ 

     毎年 1回 

・機   能 

・保守点検 

・清   掃 

・水質（BOD） 

指定検査機関が実施 

（（公社）長野県浄化槽協会） 

２５,０００円～３０,０００円 18,700 円／㎥（税込） 12,000 円 5,000 円 

※20人槽以下の金額 


